
１－１ 

①高潮対策事業 

高潮、波浪、津波等の海水による災害を防除するため、一定の計画に基

づき海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又は改良に関する工

事を行う事業である。 

 



１－２ 

②侵食対策事業 

波浪による海岸の侵食又は災害を防除するため、一定の計画に基づき

海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事を

行う事業である。



１－３ 

③海岸環境整備事業 

国土保全とあわせて海岸環境を整備し、もって、安全で快適な海浜利用

の増進に資することを目的とし、一定の計画に基づき海岸保全施設の新

設又は改良に関する工事を行う事業である。 

 

 

 


